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一般社団法人岡山県老人保健施設協会定款施行規程 

 

（入会等） 

第１条 定款第１１条の規定に基づき一般社団法人岡山県老人保健施設協会（以下「協会」

という）に入会しようとする者は、様式第１号から様式第３号に定める入会申込書を

会長に提出しなければならない。 

２ 許可定数の変更、住居表示の変更等があったときは、様式第４号に定める変更届を遅

滞なく会長に提出しなければならない。 

                              

（退会等） 

第２条  協会を退会しようとするときは、様式第５号に定める退会届を遅滞なく会長に提

出しなければならない。 

２ 代表者の交代、死亡、その他特別の事情が生じたときは、様式第６号に定める社員変

更届を遅滞なく会長に提出しなければならない。 

 

（役員選挙） 

第３条  会長及び理事、監事の選挙の期日は、その３０日前までに社員に通知しなければ

ならない。 

２ 候補者は、選挙期日１４日前までに略歴を添え、文書をもって選挙管理委員会に届け

出なければならない。ただし、前期に引き続き候補者として届け出るものについては、

略歴の添付は必要ない。 

３ 選挙管理委員長は、前項の届出を受理したときは、速やかに社員候補者一覧（順位は

受付順によるものとする）を作成し、当該選挙の日の７日前までに社員に通知しなけ

ればならない。 

４ 候補者は、選挙開始までの間は自らの意思により立候補を撤回することができる。 

５ 選挙は、出席社員の投票により行う。 

６ 届け出のあった候補者が当該選挙の定数を超えないときは、第５項の規定にかかわら

ず投票によらないで当選人を決定する。ただし、定数に満たないときは、理事会の意

見を聴いて補充選挙を行うことができる。 

７ 定められた投票用紙を使用しないもの、候補者でない者の氏名を記載したもの及び候

補者名かどうか確認しがたいものを投票した場合は無効とする。 

 

  （選挙管理委員会） 

第４条 本協会に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会の定員は３名とし、選挙の都度、立候補者、役員以外の正会員より、

会長が委嘱する。 

３ 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 第３条第７項の投票用紙の書式、また、選挙広報等の手続きは選挙管理委員会が定め

る。 

５ 選挙管理委員会は選挙告示前に組織し、選挙業務終了後に解散する。 

 

（名誉会長及び顧問） 

第５条  在任中功労があった会長を「名誉会長」「顧問」とすることができる。 

２ 名誉会長及び顧問は理事会の決議後に総会で承認を得るものとする。  
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３ 名誉会長の任期は２年とし、その後顧問に就任することが出来る。 

 

（公益社団法人全国老人保健施設協会役員・代議員等に関すること） 

第６条  公益社団法人全国老人保健施設協会役員・代議員・予備代議員、その他役職につ

く者は、原則として、一般社団法人岡山県老人保健施設協会の理事でなければならな

い。 

２ 理事でない場合も必要に応じて定期的に理事会に出席し、意見交換及び報告をしなけ

ればならない。 

 

（代理人） 

第７条  社員が出席できない場合は、当該施設の職員を代理人として、定時総会等に出席

させることができ、議決権が認められ、発言する場が与えられる。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年５月３１日から施行する。 

この規程は、平成２６年５月２４日から一部改正するものとする。 

この規程は、平成２６年１２月９日から一部改正するものとする。 

この規程は、平成２８年１２月１３日から一部改正するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


